
質  問  回  答 

2023年 11月 22日 

「ホンジュラス国道路計画策定ツール構築アドバイザー業務」 

 （公示日：2023年 11月 15日／調達管理番号：23a00500）について、質問と回答は以下の通りです。 

 

通番号 当該頁項目 質問 回答 

1 P.10 

第７条 業務の内容 

（１）業務計画書 

ここでは「業務計画書」について記載されており、業

務計画書案は和文・西文を作成するとあります。一

方で、P.14（１）には業務計画書は和文のみの提出

となっております。業務計画書は和文のみの提出と

の理解でよろしいでしょうか。 

記載が統一されていませんでした。業務計画書

は和文のみの提出でお願いします。 

2 P.10 

第７条 業務の内容 

（１）業務計画書 

「現地業務開始後に業務計画書案を…」以下に記

載されている報告書（「業務計画書」）は、P.14（１）

に記載の「ワークプラン」（西文）を指していると理解

してよろしいでしょうか。 

記載が統一されていませんでした。以下のとお

り、第７条（１）を修正いたします。 

（修正後） 

（１）業務計画書 

   要請書や関連資料の分析・検討を行い、プ

ロジェクトの全体像を把握する。そして、日本

国内で入手可能な資料・情報を収集・整理し、

プロジェクト実施の基本方針・方法、業務工程

計画等を検討した上で現地業務開始までに業

務計画書（和文）を作成し発注者と合意する。 

    現地業務開始後にワークプラン案をSIT大

臣や副大臣等、幹部等 C/P 機関の関係者に

説明し、プロジェクトの全体像を共有した上で

ワークプラン案についての協議を行う。一連の

協議を経て C/P 等と合意し、ワークプランを



確定する。 

（修正前） 

（１） 業務計画書 

 要請書や関連資料の分析・検討を行い、プ

ロジェクトの全体像を把握する。そして、入手

可能な資料・情報を収集・整理し、プロジェク

ト実施の基本方針・ 方法、業務工程計画等

を検討した上で現地業務開始までに業務計

画書案（和文・西文）を作成し発注者と共有

する。  

現地業務開始後に業務計画書案を SIT

大臣や副大臣等、幹部等 C/P 機関の 関係

者に説明し、プロジェクトの全体像を共有し

た上で業務計画書案についての協議を行

う。一連の協議を経て、必要に応じて業務計

画書を修正した上で C/P 等と合意し、業務

計画書を確定する。 

3 P14 

第８条 報告書等 

（１）報告書等 

提出する報告書に「中米物流マスタープラン ホン

ジュラス国内優先コリドー調査結果報告書」とありま

すが、P.12（９）には「中米物流マスタープラン ホン

ジュラス国内重要コリドー調査結果報告書」と記載

されており、いずれが正しいでしょうか。 

記載が統一されていませんでした。「中米物流マ

スタープラン ホンジュラス国内重要コリドー調

査結果報告書」です。 

4 P14 

第８条 報告書等 

（１）報告書等 

提出する報告書に「事業完了報告書（最終成果

品）」とありますが、企画競争説明書内には「プロジ

ェクト事業完了報告書」あるいは「業務完了報告書」

の記載が混在しております。各報告書の区別ある

いは整合についてご教示ください。 

記載が統一されていませんでした。「業務完了報

告書」に統一します。 



5 P.14 

第８条 報告書等 

（２）技術協力作成資料等 

提出する技術協力作成資料の 1 つ目の「現状の

SIT 組織図（活動１－１）」は、SIT 組織図のみなら

ず P.11の（３）に示されている活動内容のとりまとめ

資料を意図していると理解してよろしいでしょうか。 

ご理解のとおり、活動１－１の取りまとめ資料で

す。以下のとおり、第 8条（２）を修正します。 

（修正後） 

（２）技術協力作成資料等 

   業務を通じて作成支援した以下の活動に関

する資料を入手の上、業務完了報告書に添

付して提出する。受注者もしくはC/P等第三者

が従来から著作権を有する等、著作権が発注

者に譲渡されない著作権は、利用許諾の範囲

を明確にする。 

   ・現状及び活動を通じて更新される SIT 組

織図（活動１－１） 

   ・現状及び活動を通じて更新される SIT が

管理している道路データベース及び道路台

帳、道路・橋梁インベントリー「HonduSAP」

の概要資料（活動２－１） 

（修正前） 

（２） 技術協力作成資料等 

 業務を通じて作成支援した以下の活動に

関する資料を入手の上、業務完了報告書に

添付して提出する。受注者もしくは C/P 等第

三者が従来から著作権を有する等、著作権

が発注者に譲渡されない著作権は、利用許

諾の範囲を明確にす る。 

 ・現状の SIT組織図（活動１－１） 

 ・現状の SIT が管理している道路データベ

ース及び道路台帳、道路・橋梁イ ンベントリ



ー「HonduSAP」の概要資料（活動２－１） 

6 （他案件との関係） 本案件と他の貴機構案件との関連について企画競

争説明書には特に記載されていませんが、実施予

定の「中米地域（広域）SIECA 広域道路・橋梁イン

ベントリ統合システムの構想案作成に向けた情報

収集・確認調査」や「全世界交通管理 DX 技術に係

るプロジェクト研究」とはどのような関係にあるのか

御教示願います。 

案件それぞれで背景が異なり、それぞれの目的

で実施することにしておりますが、中米では「中

米物流マスタープラン」に沿った政策の実施を促

進する方針としており、「中米地域（広域）SIECA

広域道路・橋梁インベントリ統合システムの構想

案作成に向けた情報収集・確認調査」と同様、本

案件においても該当する部分ではそれに貢献で

きる内容としたいと考えています。 

「全世界交通管理 DX 技術に係るプロジェクト

研究」と本案件は関係ありません。 

 

以 上 


